
受験手数料・登録手数料の全額を助成
介護福祉専門職の介護に関する国家資格です。

介護職員資格取得費用助成について

介護福祉士

介護職員実務者研修

介護職員初任者研修

生活援助従事者研修

受講料最大10万円を助成
初任者研修よりもワンランク上の研修です。

サービス提供責任者になることができます。また、介護福祉士試験を受けることができます。

受講料最大8万円を助成
訪問介護事業所の職員として、身体介護を行うことができます。

受講料最大5万円を助成
訪問介護事業所の職員として、掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助を行うこと
ができます。

豊島区内で介護の仕事を始めたい方、キャリアアップをしたい方を応援します！



①研修修了日以前から区内事業所で就労している場合
・ 修了翌日から3か月以上、同事業所に在籍していること。

・（介護福祉士・実務者研修のみ）通算で45日以上就労していること。

・（初任者研修・生活援助従事者のみ）登録ヘルパーの場合は通算45時間従事していること。

②研修修了後に区内事業所で就労した場合
・ 修了後3か月以内に就労を開始し、同事業所に3か月以上在籍すること。

・（介護福祉士・実務者研修のみ）通算で45日以上就労していること。

・（初任者研修・生活援助従事者のみ）登録ヘルパーの場合は通算45時間従事していること。

介護職員資格取得費用助成について

費用助成の要件

要件を満たした日の属する月の翌月から6か月以内

申請期限


